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資料２ 

医政局・老健局 

   平成 26 年 5 月 26 日 
 

参議院本会議における「地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」の趣旨説明の

配布資料の誤りについて 
 
 

１．誤りの内容 
 

○ 5 月 21 日（水）の参議院本会議において「地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律案」の趣旨説明を行うに際し、参議院事務局を通じて

事前に参議院議員に配布された厚生労働省作成の趣旨説明文の

配布物に誤りがあったもの。 
 

○ 具体的には、厚生労働大臣が参議院本会議で読み上げた本来の

趣旨説明文と異なり、本参議院配布物には本法案の内容を説明す

る「第一」が２カ所あった。そのうち１つは、社会保障改革プロ

グラム法案の趣旨説明文の一部が紛れ込んでいた。 

 

２．趣旨説明文の作成過程 
 

○ 国会に提出される内閣提出法案の趣旨説明文は、法案を国会に

提出する 2月の時点で作成し、省内の決裁手続きを経た上で、印

刷物として法案とともに配布されている。 
 

○ その後、衆議院及び参議院の本会議において、大臣が趣旨説明

を行う際には、2月に作成したものとは別の様式で、読み上げ原

稿として作成することとなっており、その読み上げ原稿について

も、様式及び内容について、再度省内の確認手続きを経ている。 
 

○ 加えて、参議院では、趣旨説明文を事前に配布することとなっ

ていることから、大臣の読み上げ用の原稿を、配布物用の様式に

当てはめて、別に作りなおしている。 
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３．経緯 
 

○ 今回の趣旨説明文の作成については、5月 16日（金）、国会連

絡室から大臣官房総務課を通じて医政局及び老健局に指示。これ

を受けて、医政局及び老健局からなる法案作成担当チームにおい

て作業に着手。 
 

○  具体的には、２に基づき大臣読み上げ原稿（参考資料１）を

作成し、大臣官房総務課の了解を得た後、その読み上げ原稿を

元に参議院配布物を作成したもの。 

この参議院配布物を作成する際、様式として、社会保障改革

プログラム法案の趣旨説明文の電子文書を活用しようと考え、

その電子文書に、本法案の読み上げ原稿を貼り付けたが、一部、

元の法案の文書を消去し忘れた。 
 

○ その後、本来行うべき確認を十分に行わないままに、誤りを含

んだ資料が 19日（月）夕刻に参議院事務局に 300部提出された。

（参考資料２）。 

 

 

４．再発防止に向けて必要と考えられる対応（案） 
 

○ 法案作成担当チームは内閣提出法案に関する法令事務につい

て、メンバーの誰がどの事務を担当するのかについて共通認識を

持つ。 
  

○ これらの事務のうち、厚生労働省から国会に提出する資料につ

いては特に重要なものであることから、あらかじめ十分時間的余

裕を持って作業を進める。 
 

○ 担当者は、作成した案文の読み合わせをすること及びダブルチ

ェックを必ず行うこととし、担当課長に文書で報告する。 

 

（以上） 


























